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規 則

北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す
る。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道規則第 号

北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例施行規則の一部を改正する規則
北海道空き缶等の散乱の防止に関する条例施行規則（平成 年北海道規則第 号）の一

部を次のように改正する。
第５条中「ものは」の次に「、札幌市」を、「黒松内町」の次に「、長沼町」を加える。
附 則

この規則は、公布の日から施行する。

告 示

北海道告示第 号

物価統制令（昭和 年勅令第 号）第４条、物価統制令施行令（昭和 年政令第 号）
附則第４項及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令（昭和 年厚生省令第
号）第２条の規定により、北海道における公衆浴場入浴料金の統制額を次のとおり指定し、
平成 年４月 日から施行する。
なお、平成 年北海道告示第 号（公衆浴場入浴料金の統制額の指定）は、平成 年４

月 日限り、廃止する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
公衆浴場入浴料金（公衆浴場法施行条例（昭和 年北海道条例第３号）第２条第１号の普

通浴場に係るものに限る。）の統制額
歳以上の者（大人） 円

６歳以上 歳未満の者（中人） 円
６歳未満の者（小人） 円

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（農業振興地域の指定）等の一部を次のように改正し、平成
年３月 日から施行する。
その農業振興地域の区域を表示した図面は、北海道農政部農地調整課及び関係支庁に備え
置いて縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 昭和 年北海道告示第 号のうち、早来地域及び鵡川地域の事項を次のように改める。
安平地域
安平町の区域のうち、都市計画法で定める市街化区域（平成 年北海道告示第 号に
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より変更告示された後の市街化区域）、防衛庁所管の土地（演習場）の区域、独立行政法
人種苗管理センター胆振農場の区域、陸上自衛 安平駐屯地の区域、陸上自衛 北海道地
区補給処早来燃料支処の区域、道有林野の区域、胆振東部地域森林計画の早来町有林野の
林班の区域並びに胆振東部地域森林計画の早来町の民有林野の 、 、 、 、 及び
から までの林班の区域を除いた区域

むかわ地域
むかわ町の区域のうち、都市計画法で定める用途地域、昭和 年北海道告示第 号に

より市街化区域とされていた区域（都市計画法で定める用途地域を除く。）、国有林野の
区域（胆振東部森林管理署管轄区域の 及び 林班の区域を除く。）、道有林野の区域、
胆振東部地域森林計画の鵡川町有林野の９から まで及び から までの林班の区域、胆
振東部地域森林計画の鵡川町の民有林野の３（小班以外の区域並びに 、 、 、 、
、 （一部の区域に限る。）及び 小班の区域を除く。）、４（字二宮 番地及び
番地の１の区域を除く。）、５（字二宮 番地、 番地の２並びに 番地の 、

及び の区域を除く。）、６（５、７から９まで、 、 、 から まで、 、 及び
小班の区域に限る。）、７（字二宮 番地の１及び２、 番地から 番地まで、 番
地の２（一部の区域を除く。）、４、５及び６（一部の区域を除く。）並びに 番地の
１から３まで及び の区域を除く。）、８（１から７まで及び 小班の区域を除く。）、
、 、 （字春日 番地、 番地の１、 番地の４、 番地の１（一部の区域を除

く。）、２、５、６及び９から まで並びに 番地の区域を除く。）、 （小班以外の区
域並びに 、 及び 小班の区域を除く。）、 （小班以外の区域並びに 、 及び
小班の区域を除く。）、 （小班以外の区域及び１から４までの小班の区域を除く。）、
（小班以外の区域を除く。）、 （小班以外の区域を除く。）、 （小班以外の区域及

び 小班の区域を除く。）、 （小班以外の区域及び 小班（一部の区域に限る。）を
除く。）、 から まで、 （小班以外の区域並びに 及び 小班の区域を除く。）、
（小班以外の区域並びに１から４まで、８から まで、 、 、 （一部の区域に限
る。）、 、 及び から までの小班の区域を除く。）、 、 、 （小班以外の区域
を除く。）、 （小班以外の区域（字有明 番地の１から３までの区域を除く。）並びに
１、２、 （一部の区域に限る。）、 及び （一部の区域に限る。）小班の区域を除
く。）、 、 、 （小班以外の区域を除く。）、 （字生田 番地の２、３及び５、
番地の１及び２、 番地、 番地、 番地並びに 番地の区域を除く。）、

（字生田 番地の 、 番地の１、７、９から まで、 から まで及び 、 番地
の１、４及び５、 番地の１及び２、 番地の２から５まで及び 、 番地の５、９、
、 、 、 から まで及び 、 番地の１及び２、 番地、 番地、 番地並び

に 番地の区域並びにこれらの番地によって囲まれた区域（ 番地の の区域を除
く。）を除く。）、 （字花岡 番地の１（一部の区域に限る。）、 （一部の区域に

限る。）、 （一部の区域に限る。）、 （一部の区域に限る。）、 （一部の区域に限
る。）、 及び の区域に限る。）、 （字花岡 番地の 、 、 及び （一部の区
域に限る。）の区域を除く。）、 （字花岡 番地、 番地から 番地まで、 番地
の１、 番地の８及び９、 番地の２、 番地の３、 番地の１、 番地の１（一
部の区域を除く。）及び４（一部の区域を除く。）、 番地の１（一部の区域を除
く。）及び３（一部の区域を除く。）、 番地の１、 番地の１（一部の区域を除
く。）、 番地の１及び４、 番地、 番地の１及び 、 番地の１、 番地の１か
ら まで、 、 、 及び 、 番地、 番地並びに字生田 番地の区域並びにこれ
らの地番によって囲まれた区域に限る。）、 （小班以外の区域並びに （一部の区域に
限る。）、 （一部の区域に限る。）、 、 から まで、 から まで及び （一部
の区域に限る。）小班の区域を除く。）、 （小班以外の区域並びに１から３まで、 、
、 、 、 （一部の区域に限る。）、 、 、 から まで、 、 、 及び 小班

の区域を除く。）及び （小班以外の区域並びに （一部の区域に限る。）、 、 、
（一部の区域に限る。）、 （一部の区域に限る。）、 から まで、 及び

小班の区域を除く。）林班の区域、胆振東部地域森林計画の穂別町有林野の （ から
までの小班の区域に限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 （１か

ら 小班までの小班の区域に限る。）、 （ から までの小班の区域に限る。）、
（１から までの小班の区域に限る。）、 （ から まで、 及び 小班の区域に限
る。）及び （１から まで及び から までの小班の区域に限る。）林班の区域、胆振
東部地域森林計画の穂別町の民有林野の１から まで、 （１から までの小班の区域に
限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 （１から まで、 から ま
で、 から まで、 及び 小班の区域に限る。）、 （ から まで及び から
までの小班の区域に限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 （１か

ら までの小班の区域に限る。）、 （１から５までの小班の区域に限る。）、 （１か
ら までの小班の区域に限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 （１か
ら まで及び から までの小班の区域に限る。）、 （ から まで、 から ま
で、 及び 小班並びにヌタポマナイ沢穂別川新沼橋以西の区域に限る。）、 （１か
ら まで及び から までの小班の区域に限る。）、 （１から７まで、 及び から
までの小班の区域に限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 （ から
までの小班の区域に限る。）、 （１から まで及び から までの小班の区域に限
る。）、 （１から まで、 から まで、 から まで及び から までの小班の区域
に限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 から まで、 （１から ま
での小班の区域に限る。）、 （１から までの小班の区域に限る。）、 、 （ から
までの小班の区域に限る。）、 （ から までの小班の区域に限る。）、 （１から

５まで、 及び から までの小班の区域に限る。）、 、 （７から まで及び か
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ら までの小班の区域に限る。）、 から まで、 （４から まで、 から まで、
及び 小班の区域に限る。）、 から まで、 （１から までの小班の区域に限る。）、
、 （ から まで、 から まで、 及び 小班の区域に限る。）、 、 （ か

ら までの小班の区域に限る。）、 （ から まで及び から までの小班の区域に
限る。）、 （５から までの小班の区域に限る。）、 （ から までの小班の区域に
限る。）、 、 （ 及び から までの小班の区域に限る。）及び （ から ま
で、 から まで及び 小班の区域に限る。）林班の区域、株式会社ワーカム北海道
社有地の区域並びに穂別ダムの水面の区域を除いた区域
２ 昭和 年北海道告示第 号のうち、北地域及び洞爺地域の事項を削る。
３ 昭和 年北海道告示第 号のうち、栗沢地域の事項を削り、岩見沢地域の事項を次の
ように改める。
岩見沢地域

岩見沢市の区域のうち、図面（第 号）の赤色で着色した部分（都市計画法で定める用
途地域（平成６年岩見沢市告示第 号により変更告示された後の用途地域及び平成６年栗
沢町告示第 号により変更告示された後の用途地域）、防衛庁所管の土地の区域、北海道
立中央農業試験の区域、北海道岩見沢農業高等学校の土地の区域、国有林野の区域、道有
林野の区域、石狩空知地域森林計画の岩見沢市有林野の 林班の区域、石狩空知地域森林
計画の岩見沢市の民有林野の１、２（１から までの小班の区域に限る。）、３（１から
までの小班の区域に限る。）、５、６（１から までの小班の区域に限る。）、７（１

から７までの小班の区域に限る。）、８（１から８までの小班の区域に限る。）、 （１
から までの小班の区域に限る。）、 から まで、 （１から まで、 から まで、
、 、 、 から まで、 、 、 から まで、 及び 小班の区域に限る。）、
（４、５、 から まで、 、 、 から まで、 から まで、 から まで及び
から までの小班の区域に限る。）、 （１から 、 、 、 から まで及び から
までの小班の区域に限る。）、 、 、 及び （１から までの小班の区域に限

る。）林班の区域、石狩空知地域森林計画の栗沢町有林野の４（ から まで、 、 及
び 小班の区域に限る。）、６（ から まで、 、 及び 小班の区域に限る。）、
、 、 から まで、 から まで、 、 、 及び から までの林班の区域並びに

石狩空知地域森林計画の栗沢町の民有林野の１（１、 から まで、 から まで、 か
ら まで、 から まで、 、 及び 小班の区域に限る。）、２（ から まで及び
から までの小班の区域に限る。）、３（９から まで及び から までの小班の

区域に限る。）、４（１から まで、 から まで、 から まで及び から まで
の小班の区域に限る。）、６（ 、 から まで、 から まで、 から まで、 、 、
、 から まで、 、 及び 小班の区域に限る。）、７（ から まで、 から
まで、 から まで及び から までの小班の区域に限る。）、８（ 、 、 から

まで、 から まで、 から まで、 及び から までの小班の区域に限る。）、
９（ から まで、 から まで、 から まで、 から まで、 及び 小班の区域
に限る。）、 （ 、 から まで、 から まで、 から まで及び から までの小
班の区域に限る。）、 、 から まで、 、 、 から まで及び から までの林班
の区域）に該当する区域を除いた区域
４ 昭和 年北海道告示第 号のうち、穂別地域の事項を削る。
５ 昭和 年北海道告示第 号のうち、追分地域の事項を削り、 田地域の事項を次のよ
うに改める。
洞爺湖地域
洞爺湖町の区域のうち、図面（第 号）の赤色で着色した部分（都市計画法で定める用
途地域（平成 年 田町告示第 号により変更告示された後の用途地域）、平成 年 田
町告示第 号により用途地域から除かれた区域、自然公園法で定める支笏洞爺国立公園の
特別保護地区（平成 年環境省告示第９号で変更告示された後の特別保護地区）、国有林
野の区域、後志胆振地域森林計画の 田町有林野の区域、後志胆振地域森林計画の 田町
の民有林野の１（ （一部の区域に限る。）、 、 、 （一部の区域に限る。）、 、
（一部の区域に限る。）、 、 から まで、 から まで、 、 、 、 、 、
から まで、 から まで、 （一部の区域に限る。）及び 小班の区域に限る。）、
２（ 、 、 （一部の区域に限る。）、 から まで、 （一部の区域に限る。）、 、
から まで、 、 、 及び 小班の区域に限る。）、３（１から５まで、７から ま

で、 から まで、 から まで、 及び 小班の区域に限る。）、４（８、 から ま
で、 から まで、 から まで、 、 、 から まで、 から まで、 、 、
から まで、 から まで、 及び 小班の区域に限る。）、５、６（１から

まで、 、 、 から まで、 、 、 から まで、 、 、 、 及び から まで
の小班の区域に限る。）、７から まで、 （一部の区域を除く。）、 （ 小班の区域
に限る。）、 （８から までの小班の区域に限る。）、 （１から８まで、 から ま
で及び 小班の区域に限る。）、 （１から まで、 から まで及び から までの小
班の区域に限る。）、 （一部の区域を除く。）、 から まで、 （１から８まで、 、
、 から まで、 から まで、 から まで、 、 及び から までの小班の区域

に限る。）、 （１、２、 、 、 から まで、 から まで、 から まで及び か
ら までの小班の区域に限る。）、 （７から９まで、 から まで、 、 から まで、
、 、 及び から までの小班の区域に限る。）、 （２、９から まで、 から
まで、 、 から まで、 、 、 、 から まで、 から まで、 から まで及び
から までの小班の区域に限る。）林班の区域、後志胆振地域森林計画の洞爺村有林野

の から まで、 （４から９までの小班の区域を除く。）及び 林班の区域、後志胆振
地域森林計画の洞爺村の民有林野の 、 から まで、 及び 林班の区域並びに中島の
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区域及び洞爺湖の水面の区域）に該当する区域を除いた区域

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の３第１項の規定により、道営土地改良（篠
津幹線地区経営体育成基盤整備（農業用用排水、暗きょ、区画整理））事業の土地改良事業
変更計画を定めた。
その関係書類は、北海道石狩支庁に備え置いて、平成 年３月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この変更計画については、同条第６項において準用する同法第 条第６項の規定に
基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをするこ
とができる。
また、同条第７項の規定による決定に不服がある者は、同条第 項の規定に基づき、北海

道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の取
消しの訴えを提起することができる。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

土地改良法（昭和 年法律第 号）第 条の２第１項の規定により、鷹栖町鷹栖西地区
の換地計画を定めた。
その関係書類は、北海道上川支庁に備え置いて、平成 年３月 日から 日間、一般の縦

覧に供する。
なお、この計画については、同条第４項において準用する同法第 条第６項の規定に基づ
き、縦覧期間満了の日の翌日から起算して 日以内に北海道知事に異議申立てをすることが
できる。
また、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第７項の規定による決定に不服

がある者は、同法第 条の２第４項において準用する同法第 条第 項の規定に基づき、北
海道を被告として、決定があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に当該決定の
取消しの訴えを提起することができる。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第 号

森林法（昭和 年法律第 号）第 条の３において準用する同法第 条の規定による保
安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第 条

の規定により、その通知の内容を南富良野町役場の掲示場に掲示する。その要旨は、平成
年北海道告示第 号のとおりである。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
所在が不分明な者
空知郡南富良野町字幾寅 所在の森林について所有権を有する 谷 口 和 男
空知郡南富良野町字下金山 の２ほか２筆所在の森林について所有権を有する

瀧 口 敏 正

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第２項の規定により、次の道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び北海道小 土木現業所に備え置いて、告示

の日から２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の期日
道道 蕨 台 古 平 線 古平郡古平町大字沢江町国有林石狩森林管理署 林班チ小班地先から 平成

古平郡古平町大字沢江町国有林石狩森林管理署 林班い１小班地先まで
古平郡古平町大字沢江町国有林石狩森林管理署 林班い１小班地先から 同
古平郡古平町大字沢江町国有林石狩森林管理署 林班い１小班地先まで
古平郡古平町大字沢江町国有林石狩森林管理署 林班い１小班地先から 同
古平郡古平町大字沢江町 番５地先まで

道道 登余市停車場線 余市郡余市町登町 番１地先から 同
余市郡余市町登町 番１地先まで
余市郡余市町黒川町 番１地先から 同
余市郡余市町黒川町 番１地先まで

北海道告示第 号

道路法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変
更し、同条第２項の規定により道路の供用を開始する。
その関係図面は、北海道建設部道路整備課及び次の縦覧場所に備え置いて、告示の日から
２週間、一般の縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 道路の種類 道道
２ 道路の路線名、縦覧場所及び区域
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路線名及び縦覧場所 区 間 変更前後の別 敷地の幅員 延 長 国道等との重複区間
渡島大野停車場線 北斗市市渡 番１地先から北斗市市渡 番 前 から 一般国道 号
北海道函館土木現業所 地先（一般国道 号交点）まで まで 重複

道道上磯峠下線
重複

後 から 一般国道 号
まで 重複

道道上磯峠下線
重複

立待岬函館停車場線 函館市青柳町６番８地先（国有地）から 前 から ――北海道函館土木現業所 函館市青柳町７番１地先まで まで

後 から ――まで
矢淵東瀬棚停車場線 久遠郡せたな町北檜山区徳島 番２地先から 前 から ――北海道函館土木現業所 久遠郡せたな町北檜山区徳島 番１地先まで まで

後 から ――まで

北海道告示第 号

河川区域の変更により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 年政令第 号）第
条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系発寒川
２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成 年３月 日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 札幌市北区西 戸 番１地先及び石狩市花川東１番

地先から札幌市北区西 戸 番１地先まで
４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地

北海道告示第 号

河川区域の廃止により廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和 年政令第 号）第
条の規定により、次のとおり告示する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 河 川 の 名 称 一級河川石狩川水系豊平川

２ 廃川敷地等が生じた年月日 平成 年３月 日
３ 廃 川 敷 地 等 の 位 置 札幌市南区川沿１条１丁目 番地先から 番 地先

まで、 番 地先から 番２地先まで及び 番 地
先から同２条２丁目 番２地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量 土地

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（河川区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川発寒川の項図面の欄中「第１号図から第３号図」を「第１号図の２及び第
２号図の２」に改める。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示第 号（河川予定地の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道札幌土木現業所に備え置いて縦覧に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
表の１一級河川発寒川の項図面の欄中「第１号図から第３号図」を「第１号図の２及び第
２号図の２」に改める。

北海道告示第 号

昭和 年北海道告示 号（海岸保全区域の指定）の一部を次のように改正する。
その関係図面は、北海道建設部砂防災害課及び北海道稚内土木現業所に備え置いて、縦覧
に供する。
平成 年３月 日

北海道知事 高 橋 はるみ
６ 北見沿岸海岸保全区域の表北見沿岸の 猿払海岸の猿払村の項海岸保全区域の欄中６

の事項中、「補点 から補点 までの各点を順次に結ぶ線及び基点 と補点 とを結ぶ線
によって囲まれた区域」を「補点 から補点 までの各点を順次に結ぶ線、補点 と補点
とを結ぶ線、補点 から補点 までの各点を順次に結ぶ線及び補点 と基点 とを結ぶ

線によって囲まれた区域」に、「基点◯ 基点◯から方向角 度 分 秒の方向 メー
トルの地点」を「基点◯ 基点◯から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」に、
「基点◯ 基点◯から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」を「基点◯ 基点◯
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から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」に、「基点◯ 基点◯から方向角
度 分 秒の方向 メートルの地点」を「基点◯ 基点◯から方向角 度 分 秒の方
向 メートルの地点」に、「補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メー
トルの地点」を「補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」に、
「補点 基点 から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」を「補点 基点
から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」に改め、その次の段に「補点

基点◯から方向角 度 分 秒の方向 メートルの地点」を加える。

北海道告示第 号

宅地建物取引業法（昭和 年法律第 号）第 条第１項の規定により、次の宅地建物取
引業者の免許を取り消したので、同法第 条第１項の規定により公告する。

平成 年３月 日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 所 在 地 札幌市中央区南 条西７丁目３番２号
２ 商号又は名称 株式会社ワークスペース
３ 代表者氏名 代表取締役 小林 克行
４ 免許証番号 北海道知事石狩 第 号

札 幌 医 科 大 学 告 示

札幌医科大学告示第 号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成 年３月 日

札幌医科大学長 今 井 浩 三
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
重油 １種１号（第６期調達分） 調達予定数量

２ 落札を決定した日
平成 年１月 日

３ 落札者の氏名及び住所
氏 名 中川石油商事株式会社
住 所 稚内市中央５丁目２番 号

４ 落札金額
重油 １種１号 円（１ 当たりの単価）

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成 年２月 日付け札幌医科大学告示第 号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
名 称 札幌医科大学事務局管財課
所在地 札幌市中央区南１条西 丁目

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第 号

北海道警察本部告示の規定に基づく民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の
技術の利用に関する告示を次のように定め、平成 年４月１日から施行する。
平成 年３月 日

北海道警察本部長 口 建 史
（ 旨）
第１条 民間事業者等が、北海道警察本部告示に係る保存等を、電磁的記録を使用して行う
場合については、特別の定めがある場合を除くほか、この告示の定めるところによる。
（電磁的記録による保存）
第２条 民間事業者等が、北海道警察本部告示の規定に基づき、別表第１の左欄に掲げる告
示の同表の右欄に掲げる規定に基づく簿冊の備え付け及び保存、名簿の写し及び証書の副
本の保管に代えて当該簿冊、名簿の写し及び証書の副本に係る電磁的記録の保存を行う場
合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。
作成された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル
又は磁気ディスク、シー・ディ・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確
実に記録しておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製す
るファイルにより保存する方法
書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画 読取装置を含む。）により

読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファ
イル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより保存する方法

２ 民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁
的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で、その
使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成できる措置を講じなければ
ならない。
（電磁的記録による作成）
第３条 民間事業者等が、北海道警察本部告示の規定に基づき、別表第２の左欄に掲げる告
示の同表の右欄に掲げる規定に基づく証書の副本の作成、名簿の作成及び付記に代えて当
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該証書の副本及び名簿に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る
電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方
法により作成を行わなければならない。

北海道警察本部告示第 号

交番その他の派出所及び駐在所の名称、位置及び所管区（昭和 年北海道警察本部告示第
号）の一部を次のように改正し、平成 年３月 日から施行する。
平成 年３月 日

北海道警察本部長 口 建 史
別表札幌方面岩見沢警察署の項中

別表第１（第２条関係）

告 示 名 条 項

夏期冬道安全運転講習実施規程（平成２年北海道警察本
部告示第 号）

第 条第１項及び第２項

取消処分者講習実施規程（平成２年北海道警察本部告示
第 号）

第 条、第 条第１項及
び第２項

初心運転者講習実施規程（平成２年北海道警察本部告示
第 号）

第 条第１項及び第２項

安全運転管理者等講習実施規程（平成５年北海道警察本
部告示第４号）

第 条第１項及び第２項

原付講習実施規程（平成５年北海道警察本部告示第
号）

第８条第２項、第 条第
１項及び第２項

更新時講習実施規程（平成６年北海道警察本部告示第
号）

第 条第１項及び第２項

免許取得時講習実施規程（平成６年北海道警察本部告示
第 号）

第 条第１項及び第２項

特定任意講習実施規程（平成６年北海道警察本部告示第
号）

第 条第１項及び第２項

違反者講習実施規程（平成 年北海道警察本部告示第
号）

第 条第１項及び第２項

停止処分者講習実施規程（平成 年北海道警察本部告示
第 号）

第 条第１項及び第２項

高齢者講習実施規程（平成 年北海道警察本部告示第
号）

第 条第１項及び第２項

特定任意高齢者講習等実施規程（平成 年北海道警察本
部告示第 号）

第 条第１項、第２項、
第 条第１項及び第２項

別表第２（第３条関係）

告 示 名 条 項

取消処分者講習実施規程（平成２年北海道警察本部告示
第 号）

第 条

初心運転者講習実施規程（平成２年北海道警察本部告示
第 号）

第 条第３項及び第 条
第４項

違反者講習実施規程（平成 年北海道警察本部告示第
号）

第 条第４項及び第 条

「

宮 下
岩見沢市 条
東１丁目 番
地

岩見沢市７条（７条通以北を除く。）東
１丁目から東９丁目まで、８条東１丁
目から東６丁目まで、９条東１丁目か
ら東９丁目まで、 条東１丁目から東
７丁目まで、 条及び 条の東１丁
目、６条（西１丁目欠、６条通以北を
除く。）から 条（西２丁目欠）までの
西１丁目から西５丁目まで、春日町１
丁目から４丁目まで、 が丘１丁目か
ら４丁目まで（２丁目の 番地から
番地までを除く。）、総合公園並び

に東山町

美 園
同 美園
５条４丁目４
番地

同 美園１条から美園４条までの
１丁目から８丁目まで、美園５条２丁
目から８丁目まで、美園６条６丁目か
ら８丁目まで、美園７条８丁目、駒園
１丁目から９丁目まで、南町３条から
南町６条までの１丁目及び２丁目、南
町７条から南町９条までの１丁目から
５丁目まで、南町、 が丘１丁目から
６丁目まで、 ケ丘並びに並木町

同 １条西１丁目から西 丁目
まで、２条西１丁目から西 丁目ま
で、３条及び４条の西１丁目から西
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駅 前
同 １条
西５丁目８番
地３

丁目まで、５条西１丁目から西 丁目
まで、６条（６条通以北）西２丁目か
ら西５丁目まで、６条西６丁目から西
丁目まで、７条西６丁目から西 丁

目まで、８条及び９条の西６丁目から
西 丁目まで、 条西 丁目から西
丁目まで、北１条西 丁目から西 丁
目まで（西 丁目欠）、北２条及び北３
条の西３丁目から西 丁目まで、北４
条西５丁目から西 丁目まで、北５条
西６丁目から西 丁目まで、大和１条
１丁目から９丁目まで、大和２条２丁
目から９丁目まで、大和２条２丁目か
ら９丁目まで、大和３条３丁目から９
丁目まで、大和４条４丁目から８丁目
まで、元町１条及び元町２条の東１丁
目から東９丁目まで、元町３条東４丁
目及び東５丁目、元町１条及び元町２
条の西１丁目から西３丁目まで、有明
町南、有明町中央、大和町並びに若松
町

東 光 同 ５条
東 丁目

同 １条及び２条の東１丁目から
東 丁目まで、３条東１丁目から東
丁目まで、４条及び５条の東１丁目か
ら東 丁目まで、６条東１丁目から東
丁目まで、７条（７条通以北）東１
丁目から東９丁目まで、７条東 丁
目、日の出南及び日の出北の１丁目か
ら４丁目まで、日の出台１丁目から
丁目まで、日の出町並びに が丘２丁
目（ 番地から 番地まで）の一部

」
を
「

宮 下
岩見沢市 条
東１丁目 番
地５

岩見沢市７条東（７条通以北を除
く。）１丁目から９丁目まで、８条東
１丁目から６丁目まで、９条東１丁目
から９丁目まで（３丁目及び４丁目
欠）、 条東１丁目から７丁目まで、
条東及び 条東の１丁目、６条西

（６条通以北を除く。）から 条西
（２丁目欠）までの１丁目から５丁目

まで、春日町１丁目から４丁目まで、
が丘１丁目から４丁目まで、総合公

園並びに東山町

美 園
同 美園
５条４丁目２
番１号

同 美園１条から美園４条までの
１丁目から８丁目まで、美園５条２丁
目から８丁目まで、美園６条６丁目か
ら８丁目まで、美園７条８丁目、駒園
１丁目から９丁目まで、南町１条から
南町６条までの１丁目及び２丁目、南
町７条から南町９条までの１丁目から
５丁目まで、 が丘１丁目から６丁目
まで、南町、 が丘並びに並木町

駅 前
同 １条
西５丁目８番
地３

同 １条西１丁目から 丁目ま
で、２条西１丁目から 丁目まで、３
条西及び４条西の１丁目から 丁目ま
で、５条西１丁目から 丁目まで、６
条西（６条通以北）１丁目から５丁目
まで、６条西６丁目から 丁目まで、
７条西６丁目から 丁目まで、８条西
及び９条西の６丁目から 丁目まで、
条西 丁目から 丁目まで、北１条

西 丁目から 丁目まで（ 丁目
欠）、北２条西及び北３条西の３丁目
から 丁目まで、北４条西４丁目から
丁目まで、北５条西６丁目から 丁

目まで、北６条西 丁目から 丁目ま
で、大和１条１丁目から９丁目まで、
大和２条２丁目から９丁目まで、大和
３条３丁目から９丁目まで、大和４条
４丁目から８丁目まで、元町１条東及
び元町２条東の１丁目から９丁目ま
で、元町３条東４丁目及び５丁目、元
町１条西及び元町２条西の１丁目から
３丁目まで、有明町南、有明町中央、
大和町並びに若松町

東 光
同 ５条
東 丁目９番

同 １条東及び２条東の１丁目か
ら 丁目まで、３条東１丁目から 丁
目まで（５丁目及び６丁目欠）、４条
東１丁目から 丁目まで、５条東１丁
目から 丁目まで（９丁目欠）、６条
東１丁目から 丁目まで、７条東（７
条通以北）１丁目から９丁目まで、７
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地 条東 丁目から 丁目まで、８条東
丁目から 丁目まで、日の出南及び日
の出北の１丁目から４丁目まで、日の
出台１丁目から 丁目まで並びに日の
出町

」
に、
「

幌 向
同 幌向
南１条３丁目
番地１

同 幌向南１条から南３条までの
１丁目から５丁目まで、幌向南４条１
丁目から４丁目まで、幌向南５条１丁
目、幌向北１条及び北２条の１丁目か
ら４丁目まで、幌向町並びに中幌向町

町 同 町
１丁目７番地

同 町１丁目から７丁目まで、
北本町東１丁目から東 丁目まで、北
本町西１丁目から西３丁目まで、桜木
１条１丁目から７丁目まで、西川町
（幾春別放水路以南を除く。）及び稔町
（通称学校通以北を除く。）

東
同 東町
１条８丁目

番９

同 １条東 丁目及び東 丁目、
２条及び３条の東 丁目から東 丁目
まで、４条及び５条の東 丁目及び東
丁目、栄町１丁目から８丁目まで、
東町、岡山町、峰延町、大願町、宝水
町並びに稔町（通称学校通以北）

北 村
空知郡北村字
赤川 番地
の３

空知郡北村

月 形
樺戸郡月形町
字月形 番
地

樺戸郡月形町（ただし、字札比内、字
厚軽臼内及び豊ケ丘を除く。）

札比内
同
字札比内
番地の

同 字札比内、字厚軽臼内及
び字豊ケ丘

栗 沢 空知郡栗沢町
東本町３番１

空知郡栗沢町本町、南本町、北本町、東
本町、西本町、幸穂町、字 波、字北
斗、字自協、字越前、字南幸穂、字北
幸穂、字必成、字最上、字由良、字栗
部、字耕成、字小西、字岐阜、字栗丘
及び字加茂川

を

志 文 岩見沢市志文
町 番２

岩見沢市志文本町、志文町、下志文
町、金子町、双葉町の一部（南３線以
北を除く。）及び上志文町 番地から
上志文町 番地まで（上志文町 番
地の２号、５号及び 号を除く。）

美流渡
空知郡栗沢町
美流渡本町
番地２

空知郡栗沢町美流渡栄町、美流渡本
町、美流渡東町、美流渡西町、美流渡
南町、美流渡末広町、美流渡東栄町、
美流渡錦町、美流渡吉野町、美流渡若
葉町、美流渡桜町、美流渡 町、美流
渡楓町、万字仲町、万字 町、万字幸
町、万字巴町、万字睦町、万字英町、
万字寿町、万字旭町、万字西原町、万
字錦町、万字二見町、字万字大平及び
字西万字並びに岩見沢市清水町、奈良
町及び毛陽町

上志文 岩見沢市上志
文町 番８

岩見沢市上志文町（上志文町 番地
から上志文町 番地（上志文町 番
地の２号、５号及び 号を除く。）を除
く。）及び朝日町並びに空知郡栗沢町字
宮村、字上幌及び字茂世丑

」
「

幌 向
同 幌向
南１条３丁目
番地１

同 幌向南１条から南３条までの
１丁目から５丁目まで、幌向南４条１
丁目から４丁目まで、幌向南５条１丁
目、幌向北１条及び幌向北２条の１丁
目から７丁目まで、幌向町並びに中幌
向町

町
同 町
１丁目１番
号

同 町１丁目から７丁目まで、
北本町東１丁目から 丁目まで、北本
町西１丁目から３丁目、桜木１条１丁
目から７丁目まで、西川町の一部（幾
春別放水路以南を除く。）及び稔町の
一部（通称学校通以北を除く。）

東
同 東町
１条８丁目

番地９

同 １条東 丁目及び 丁目、２
条東及び３条東の 丁目から 丁目ま
で、４条東及び５条東の 丁目及び
丁目、栄町１丁目から８丁目まで、東
町１条及び東町２条の１丁目から８丁
目まで、東町、岡山町、峰延町、大願
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町、宝水町並びに稔町の一部（通称学
校通以北）

北 村
同 北村
赤川 番地
３

同 北村豊正の一部（石狩川以北
を除く。）、北村豊里、北村北都、北
村中央、北村美唄達布、北村幌達布、
北村砂浜、北村赤川、北村栄町、北村
大願及び北村中小屋並びに樺戸郡月形
町字雁里の一部（石狩川以南）

月 形 樺戸郡月形町
番地

樺戸郡月形町の一部（月形町以下町名
があるもの及び北農沢川以東を除
く。）字神園町、字階楽町、字大川岸
通、字八重垣町、字本町、字富本町、
字表小柳町、字裏小柳町、字柳橋通、
字入舟町、字清澄町、字 町、字旭
町、字 町、字表霞町、字裏霞町、字
夕栄町、字北農場、字赤川、字南耕
地、字知来乙、字豊ケ丘の一部（北農
沢川以東を除く。）、字篠津原野、字
中野、字当別原野、字月形原野、字月
ケ岡、字五耕地山、字枯木、字スベツ
太、字石狩川沿岸、字本町通、字ポン
ベツ、字ヌツパオマナイ、字チラスナ
イ、字市南、字知来乙三枚橋、字篠
津、字当別、字新生、字農事会、字チ
クシベツの一部（北農沢川以東を除
く。）、字北郷、字須部都、字新田、
字月形、字赤川ヌッパオマナイ、字表
階楽町、字旭町 町及び字雁里の一部
（石狩川以南を除く。）並びに岩見沢
市北村豊正の一部（石狩川以北）

札比内
同
字札比内
番地

同 字札比内、字厚軽臼内、字豊
ケ丘の一部（北農沢川以東）、字チク
シベツの一部（北農沢川以東）、字ア
ツカルシユナイ、字アッカルウスナ
イ、字アッカラウスナイ及び月形町の
一部（月形町以下町名があるものを除
く北農沢川以東）

岩見沢市栗沢

岩見沢市栗沢町本町、栗沢町南本町、
栗沢町北本町、栗沢町東本町、栗沢町
西本町、栗沢町幸穂町、栗沢町 波、
栗沢町北斗、栗沢町自協、栗沢町越

に改め、同表札幌方

栗 沢 町東本町３番
地１

前、栗沢町南幸穂、栗沢町北幸穂、栗
沢町必成、栗沢町最上、栗沢町由良、
栗沢町栗部、栗沢町耕成、栗沢町小
西、栗沢町岐阜、栗沢町栗丘及び栗沢
町加茂川

志 文 同 志文
町 番地２

同 志文本町１条から３条の１丁
目から６丁目まで、志文本町４条及び
５条の１丁目から５丁目まで、ふじ町
１条及び２条の１丁目から７丁目ま
で、志文町、下志文町、金子町並びに
双葉町の一部（南３線以北を除く。）

美流渡
同 栗沢
町美流渡本町
番地２

同 栗沢町美流渡栄町、栗沢町美
流渡本町、栗沢町美流渡東町、栗沢町
美流渡西町、栗沢町美流渡南町、栗沢
町美流渡末広町、栗沢町美流渡東栄
町、栗沢町美流渡錦町、栗沢町美流渡
吉野町、栗沢町美流渡若葉町、栗沢町
美流渡桜町、栗沢町美流渡 町、栗沢
町美流渡楓町、栗沢町万字仲町、栗沢
町万字 町、栗沢町万字幸町、栗沢町
万字巴町、栗沢町万字睦町、栗沢町万
字英町、栗沢町万字寿町、栗沢町万字
旭町、栗沢町万字西原町、栗沢町万字
錦町、栗沢町万字二見町、栗沢町万字
太平及び栗沢町西万字並びに清水町、
奈良町及び毛陽町

上志文 同 上志
文町 番地８

同 上志文町、朝日町、栗沢町宮
村、栗沢町上幌及び栗沢町茂世丑

」
面伊達警察署の項中
「

駅 前 伊達市山下町
番の２

伊達市山下町、末永町、鹿島町、網代
町、錦町、大町、西浜町、館山町、館
山下町及び上館山町

梅 本 同 梅本町
番地の８

同 梅本町、舟岡町、萩原町、弄月
町、西関内町、志門気町、乾町、喜門
別町、幌美内町、松ケ枝町、清住町、
竹原町、旭町、元町及び東浜町

黄 金 同 黄金町 同 北黄金町、南黄金町、南稀府
町、中稀府町および北稀府町
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長 和 同 長和町 同 長和町、若生町、上長和町及び
大平町

有 珠 同 有珠町 同 有珠町、向有珠町、南有珠町、
東有珠町および北有珠町

田
田郡 田町

字入江 番地
の１

田郡 田町（ただし、字月浦および
字洞爺湖温泉町を除く。）

豊 浦 同 豊浦町
字旭町

同 豊浦町字旭町、字海岸町、字舟
見町、字幸町、字浜町、字東雲町、字
高岡、字桜、字大和、字山梨、字美
和、字上泉、字新山梨および字青山

礼文華
同
字礼文華
番地の

同 字礼文華

大 岸
同
字大岸 番
の

同 字大岸、字豊泉及び字新
富

洞爺湖温
泉

同 田町
字洞爺湖温泉
町

同 田町字月浦および洞爺湖温泉
町ならびに有珠郡壮 町字中の島の一
部

洞 爺
同 洞爺村
字洞爺町 番 同 洞爺村および有珠郡壮 町字中

の島の一部

壮 有珠郡壮 町
字滝之町

有珠郡壮 町字滝之町の一部、東湖
畔、壮 温泉、仲洞爺、立香および中
の島の一部

」
を
「

駅 前 伊達市山下町
番地３

伊達市山下町、末永町、鹿島町、網代
町、錦町、大町、西浜町、館山町、館
山下町及び上館山町

梅 本 同 梅本町
番地８

同 梅本町、舟岡町、萩原町、弄月
町、西関内町、東関内町、志門気町、
乾町、喜門別町、幌美内町、松ケ枝
町、清住町、竹原町、旭町、元町及び
東浜町

同 南黄金 同 北黄金町、南黄金町、南稀府

黄 金 町 番地 町、中稀府町及び北稀府町

長 和 同 長和町
番地１

同 長和町、若生町、上長和町及び
大平町

有 珠 同 有珠町
番地２

同 有珠町、向有珠町、南有珠町、
東有珠町及び北有珠町

田
田郡洞爺湖

町入江 番地
１

田郡洞爺湖町青葉町、旭町、泉、入
江、大磯町、栄町、清水、高砂町、浜
町、花和、本町及び三豊

豊 浦
同 豊浦町
字旭町 番地
２

同 豊浦町字旭町、字海岸町、字舟
見町、字幸町、字浜町、字東雲町、字
高岡、字桜、字大和、字山梨、字美
和、字上泉、字新山梨及び字青山

礼文華
同
字礼文華
番地

同 字礼文華

大 岸
同
字大岸 番
地

同 字大岸、字豊泉及び字新
富

洞爺湖温
泉

同 洞爺湖
町洞爺湖温泉
番地

同 洞爺湖町月浦及び洞爺湖温泉並
びに有珠郡壮 町字洞爺湖温泉、字昭
和新山、字壮 温泉の一部（昭和川以
西）及び字中の島

洞 爺
同
洞爺町 番
地

同 旭浦、岩屋、大原、香
川、川東、財田、洞爺町、富丘、成
香、早月及び伏見

壮
有珠郡壮 町
字滝之町
番地６

有珠郡壮 町字滝之町、字東湖畔、字
仲洞爺、字立香及び字壮 温泉の一部
（昭和川以東）

」
に改め、同表札幌方面苫小牧警察署の項中
「

山 手
同 北光
町２丁目 番
号

同 山手町及び啓北町の１丁目及
び２丁目、北光町、花園町及び見山町
の１丁目から４丁目まで、松風町並び
に字高丘の一部

同 美園

同 美園町１丁目から４丁目ま
で、三光町５丁目及び６丁目、明野新
町１丁目から６丁目まで、新開町及び
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「

山 手
同 北光
町２丁目 番
号

同 山手町及び啓北町の１丁目及
び２丁目、北光町、花園町及び見山町
の１丁目から４丁目まで、松風町並び
に字高丘の一部（苫小牧川以西）

美 園
同 美園
町１丁目４番
３号

同 美園町１丁目から４丁目ま
で、三光町５丁目及び６丁目、明野新
町１丁目から６丁目まで、新開町及び
柳町の１丁目から４丁目まで、明野元
町１丁目及び２丁目、新明町１丁目か
ら５丁目まで、字高丘の一部（苫小牧
川以東）並びに字丸山

」

美 園 町１丁目４番
３号 柳町の１丁目から４丁目まで、明野元

町１丁目及び２丁目、新明町１丁目か
ら５丁目まで、字高丘並びに字丸山

」
を

「
勇 払 同 字勇

払 番地１ 同 字勇払、字弁天及び真砂町

沼 ノ 端
同 字沼
ノ端 番地
８

同 字沼の端、字柏原、字静川、
字植苗、字美沢及びあけぼの町１丁目
から５丁目まで

糸 井
同 しら
かば町５丁目
６番 号

同 光洋町１丁目から３丁目ま
で、日吉町、桜木町及び豊川町の１丁
目から４丁目まで、しらかば町、日新
町、柏木町及び川沿町の１丁目から６
丁目まで、有明町、永福町及び宮の森
町の１丁目及び２丁目、有珠の沢町１
丁目から７丁目まで、小糸井町及びは
まなす町の１丁目並びに字糸井

」

に、

を
「

勇 払 同 字勇
払 番地１

同 字勇払の一部（勇払ふ頭以北
を除く。）、字弁天及び真砂町

沼 ノ 端
同 字沼
ノ端 番地

同 字沼の端、字柏原、字静川、
字植苗、字美沢、あけぼの町１丁目か
ら５丁目まで及び字勇払の一部（勇払

８ ふ頭以北）

糸 井
同 しら
かば町５丁目
６番 号

同 光洋町１丁目から３丁目ま
で、日吉町、桜木町及び豊川町の１丁
目から４丁目まで、しらかば町、日新
町、柏木町及び川沿町の１丁目から６
丁目まで、桜坂町、有明町、永福町及
び宮の森町の１丁目及び２丁目、有珠
の沢町１丁目から７丁目まで、小糸井
町及びはまなす町の１丁目並びに字糸
井

」
に、
「

追 分
勇払郡追分町
本町６丁目
番地

勇払郡追分町本町１丁目から７丁目ま
で、花園１丁目から４丁目まで、若草
及び青葉の１丁目から３丁目まで、白
樺１丁目及び２丁目、柏が丘、弥生、
豊栄、春日、向陽、美園、 ガ丘、中
央並びに旭

安 平
同 早来町
字安平 番
地の４

同 早来町字 丘、字守田、字瑞
穂、字安平及び字東早来

早 来 同 大町
番地の２ 同 大町、栄町、北町及び字北進

遠 浅 同
字遠浅 番地

同 字遠浅、字新栄、字源武及び字
富岡

鵡 川
同 鵡川町
花園町３丁目
番

同 鵡川町、福住町、文京町及び美
幸町の１丁目から４丁目まで、花園町
及び松風町の１丁目から３丁目まで、
青葉町、大原町、末広町及び大成町の
１丁目及び２丁目、洋光町、若草町、
駒場町、晴海町、字宮戸、字汐見、字
豊城、字二宮、字旭岡、字花岡、字有
明、字生田、字春日、字米原並びに字
田浦

穂 別
同 穂別町
字穂別 番地

同 穂別町字穂別、字栄、字仁和、
字和泉、字豊田、字稲里、字長和、字
富内、字平丘、字安住及び字福山

同 厚真町錦町、新町、本町、表
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厚 真 同 厚真町
錦町 番地

町、京町、字美里、字豊沢、字宇隆、
字幌里、字朝日、字本郷、字桜丘、字
幌内、字高丘、字富里、字吉野および
字東和

」

「

追 分
勇払郡安平町
追分本町６丁
目 番地

勇払郡安平町追分本町１丁目から７丁
目まで、追分花園１丁目から４丁目ま
で、追分若草及び追分青葉の１丁目か
ら３丁目まで、追分白樺１丁目及び２
丁目、追分柏が丘、追分弥生、追分豊
栄、追分春日、追分向陽、追分美園、
追分 が丘、追分中央並びに追分旭

安 平
同
安平 番地
４

同 早来 丘、早来守田、早
来瑞穂、安平及び東早来

早 来
同
早来大町
番地２

同 早来大町、早来栄町、早
来北町及び早来北進

遠 浅 同
遠浅 番地

同 遠浅、早来新栄、早来源
武及び早来富岡

鵡 川
同 むかわ
町花園３丁目
番地

同 むかわ町福住、文京及び美幸の
１丁目から４丁目まで、花園及び松風
の１丁目から３丁目まで、青葉、大
原、末広及び大成の１丁目及び２丁
目、洋光、若草、駒場、晴海、宮戸、
汐見、豊城、二宮、旭岡、花岡、有
明、生田、春日、米原並びに田浦

穂 別
同
穂別 番地

同 穂別、穂別栄、穂別仁
和、穂別和泉、穂別豊田、穂別稲里、
穂別長和、穂別富内、穂別平丘、穂別
安住及び穂別福山

厚 真 同 厚真町
京町 番地

同 厚真町錦町、新町、本町、表
町、京町、字美里、字豊沢、字宇隆、
字幌里、字朝日、字本郷、字桜丘、字
幌内、字高丘、字富里、字吉野及び字
東和

」

を

に改め、同表旭川方面名寄警察署の項中

「

駅 前 名寄市大通南
７丁目

名寄市大通及び西１条の南１丁目から
南 丁目まで、西２条（西２条通以
東）南１丁目から南９丁目まで、西２
条（西２条通以東を除く。）から西４条
（西４条通以東）までの南 丁目から
南 丁目まで、東１条南１丁目から南
９丁目まで、東２条南１丁目から南
丁目まで（南８丁目を欠く。）、東３条
及び東４条の南１丁目から南９丁目ま
で（南８丁目を欠く。）、東２条北１丁
目、東３条北１丁目及び北２丁目、東
４条北１丁目から北３丁目まで、字徳
田、字 丘、字朝日、字日影並びに字
旭東の北海道旅客鉄道株式会社宗谷本
線以東

西 五 条
同 西５条
南７丁目 番
地１

同 大通及び東１条の北１丁目から
北７丁目まで、東２条北２丁目から北
７丁目まで、東３条北３丁目から北７
丁目まで、東４条北４丁目から北７丁
目まで、西１条から西４条までの北１
丁目から北７丁目まで、西５条北１丁
目から北５丁目まで、西６条から西９
条までの北１丁目から北４丁目まで、
西２条（西２条通以東を除く。）から西
４条（西４条通以東）の南１丁目から
南９丁目まで、西４条（西４条通以東
を除く。）南１丁目から南 丁目まで、
西５条南 丁目から南 丁目まで、西
６条及び西７条の南１丁目から南 丁
目まで、西８条南 丁目から南 丁目
まで、西９条南４丁目から南６丁目ま
で、西 条から西 条までの南 丁目
から南 丁目まで、栄町、字日進、字
大橋、字内淵、字瑞穂、字 波、字
、字弥生、字豊栄、字共和並びに字

旭東の北海道旅客鉄道株式会社宗谷本
線以西

智恵文 同 智恵文
番地の３ 同 智恵文

」
を
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「

駅 前 名寄市東１条
南７丁目１番

名寄市大通南及び西１条南の１丁目か
ら 丁目まで、西２条南１丁目から９
丁目までの一部（西２条通以東）、西
２条南及び西３条南の 丁目から 丁
目まで、西４条南 丁目から 丁目ま
での一部（西４条通以東）、東１条南
１丁目から９丁目まで、東２条南１丁
目から 丁目まで（８丁目欠）、東３
条南及び東４条南の１丁目から９丁目
まで（８丁目欠）、東５条南１丁目か
ら９丁目まで（７丁目及び８丁目
欠）、東６条南１丁目から９丁目まで
（６丁目及び７丁目欠）、東７条南１
丁目から９丁目まで（２丁目及び５丁
目から７丁目まで欠）、東８条南５丁
目から９丁目まで（６丁目及び７丁目
欠）、東９条南５丁目、東２条北１丁
目の一部（北海道旅客鉄道株式会社宗
谷本線以東）、東３条北１丁目、東３
条北２丁目及び３丁目の一部（北海道
旅客鉄道株式会社宗谷本線以東）、東
４条北１丁目から３丁目まで、東４条
北４丁目の一部（北海道旅客鉄道株式
会社宗谷本線以東）、東５条北及び東
６条北の１丁目から５丁目まで、字徳
田、字 丘、字朝日、字日彰並びに字
旭東の一部（北海道旅客鉄道株式会社
宗谷本線以東）

同 西２条南１丁目から９丁目まで
の一部（西２条通以西）、西３条南１
丁目から８丁目まで、西４条南１丁目
から９丁目まで、西４条南 丁目から
丁目までの一部（西４条通以西）、
西５条南１丁目から 丁目まで（９丁
目欠）、西６条南、西７条南及び西
条南の１丁目から 丁目まで、西８条
南１丁目から 丁目まで（７丁目から
９丁目まで欠）、西９条南４丁目から
６丁目まで、西 条南及び西 条南の
１丁目から 丁目まで（２丁目欠）、
西 条南１丁目から 丁目まで（３丁
目欠）、西 条南５丁目から 丁目ま

西 五 条
同 西５条
南７丁目 番
地１

で、西 条南１丁目から９丁目まで
（２丁目、３丁目及び８丁目欠）、西
条南９丁目、大通北及び西９条北の

１丁目から 丁目まで、西１条北及び
西３条北の１丁目から７丁目まで、西
２条北１丁目から８丁目まで、西４条
北１丁目から 丁目まで（９丁目
欠）、西５条北１丁目から 丁目ま
で、西６条北１丁目から 丁目まで
（５丁目及び７丁目欠）、西７条北、
西８条北、西 条北及び東１条北の１
丁目から９丁目まで、西 条北及び西
条北の１丁目から５丁目まで、西
条北１丁目、東１条北１丁目から９丁
目まで、東２条北１丁目の一部（北海
道旅客鉄道株式会社宗谷本線以西）、
東２条北２丁目から９丁目まで、東３
条北２丁目及び３丁目の一部（北海道
旅客鉄道株式会社宗谷本線以西）、東
３条北４丁目から８丁目まで、東４条
北４丁目の一部（北海道旅客鉄道株式
会社宗谷本線以西）、東４条北５丁目
から８丁目まで、東５条北６丁目及び
８丁目、字日進、字大橋、字内淵、字
瑞穂、字 波、字 、字弥生、字豊
栄、字共和並びに字旭東の一部（北海
道旅客鉄道株式会社宗谷本線以西）

智恵文 同 智恵文
線北３番地 同 字智恵文

」
に、

「

風 連
同 風連町
本町５番地の
１

同 風連町の一部（字旭、字東生、
字日進、字池の上および字東風連の一
部を除く。）

風連旭 同
字旭

同 風連町の一部（字旭、字東生、
字日進、字池の上および字東風連の一
部）

」

を
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「

風 連 名寄市風連町
本町５番地１

名寄市風連町大町、風連町新生町、風
連町仲町、風連町西町、風連町北栄
町、風連町 町、風連町南町、風連町
本町、風連町字瑞生、風連町字中央、
風連町字豊里及び風連町字西風連

風連旭 同
字旭 番地

同 風連町字旭、風連町字東生、風
連町字日進、風連町字池の上及び風連
町字東風連

」

に改める。
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